
議  案  説  明 
№1                                                       令和 8年 3 月定例会 

議   案  担 当 概          要 

議案第 3 号～議案第 5号 

湖西市公平委員会委員の選任につ

き同意を求めることについて 

総 務 部 公平委員会は、地方公務員法に基づき、中立的な立場で、労働基本権が制限されている地

方公務員の利益の保護と、公正な人事権の行使を保障することを目的として各市町村に設置

されているものです。同法の規定により 3 名の委員で構成され、任期は 4 年となっておりま

す。 

 この度、片桐
かたぎり

一成
いちせい

委員、長田
おさだ

尚史
なおふみ

委員及び白井
しらい

富士子
ふ じ こ

委員の任期が令和8年 3月 22日をも

って満了となります。 

 長田
おさだ

委員及び白井
しらい

委員の両氏につきましては、人格高潔で地方自治の本旨に理解があり、

かつ、人事行政に関する高い識見をお持ちであることから、引き続き適任者として選任いた

したく、議会の同意を求めるものです。  

また、片桐
かたぎり

委員につきましては退任の意向を示されておりますことから、弁護士資格をお

持ちで、行政に携わった経験を有しておられる岩田
いわた

直也
なおや

氏を新たに選任いたしたく、議会の

同意を求めるものです。 

なお、委員の任期につきましては、令和 8 年 3 月 23 日から令和 12 年 3 月 22 日までの 4 年

間です。 

議案第 6 号 

湖西市固定資産評価審査委員会委

員の選任につき同意を求めること

について 

総 務 部 固定資産評価審査委員会は、地方税法に基づき、固定資産課税台帳に登録された価格に関

する不服を審査決定するために各市町村に設置されているものです。本市の委員は3名で、任

期は 3年となっております。 

 この度、佐原
さ は ら

弘
ひろ

恭
やす

委員が令和 8 年 3 月 31 日をもって任期満了となります。佐原委員につき

ましては、人格高潔で人望も厚く、固定資産に関する研さんも積まれておりますことから、

引き続き適任者として選任しようとするものです。 

 なお、委員の任期につきましては、令和 8年 4月 1日から令和 11年 3月 31 日までの 3年間

です。 

1



№2 

議   案  担 当 概          要 

議案第 7 号 

令和 7 年度湖西市一般会計補正予

算（第 9 号）に係る専決処分の承

認を求めることについて 

総 務 部 今回の補正予算につきましては、歳入歳出それぞれ 2,634 万円を増額し、総額 303 億 7,564

万 5,000 円としたものです。選挙期日が差し迫っておりましたので、令和 8 年 1 月 21 日に専

決処分を行ったもので、ここにご報告するとともに、ご承認をお願いするものです。 

歳出の内容といたしましては、衆議院議員総選挙の執行に係る経費を計上したものです。 

歳入の内容といたしましては、国庫支出金を計上したものです。 

議案第 8 号 

湖西市乳児等通園支援事業の利用

料徴収に関する条例制定について 

こども未来部 令和8年度より乳児等通園支援事業が実施されることに伴い、利用料の徴収に関する条例を

制定するものです。内容といたしましては、国が示した利用料標準価格にあわせて、利用者

ひとりにつき1時間当たり 300円を徴収するもので、その他納期限、減免などについて規定す

るものです。 

なお、施行日は令和 8年 4月 1 日とするものです。 

議案第 9 号 

湖西市空家等対策協議会設置条例

制定について 

都 市 整 備 部 空家等対策の推進に関する特別措置法第7条に規定する空家等対策計画の作成および変更に

関する協議、特定空家等や管理不全空家等への対応等についての協議を行うため、法第8条に

規定する協議会として、「湖西市空家等対策協議会」の設置を規定するものです。 

なお、施行日は令和 8年 4月 1 日とするものです。 

議案第 10 号 

湖西市行政手続条例の一部を改正

する条例制定について 

総 務 部 今回の改正は、行政手続法の一部改正に伴い、同様の改正をしようとするものです。 

改正の主な内容は、不利益処分の名宛人の所在が判明しない場合における聴聞の通知方法

について、市の掲示場での書面掲示による方法から、規則で定める方法と、掲示場での書面

の掲示又は事務所に設置したパソコン端末画面での表示のいずれかの方法を併用する形に改

めるものです。 

なお、規則で定める方法につきましては、総務省令で定める方法と同様に、ウェブサイト

への掲載を予定しております。 

また、施行日は、行政手続法の一部改正の施行日と同じ令和 8 年 5 月 21 日とし、併せて附

則においては、必要な経過措置を規定するものです。 
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№3 

議   案  担 当 概          要 

議案第 11 号 

湖西市情報通信技術を活用した行

政の推進に関する条例の一部を改

正する条例制定について 

企 画 部 今回の改正は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第 11 条に基づき、申請

手続における添付書面の省略を進めるための整備を行うものです。本市におきましても、法

人登記事項証明書などの各種証明書を申請時に添付することなく、電子的に確認できる仕組

みが導入できるようになります。 

改正の内容といたしましては、添付書面の省略に関する規定につきまして、対象書面の範

囲を整理するとともに、確認方法を施行規則に委任する規定を新たに設けるものです。これ

により、令和8年度から国が提供を予定しております「法人ベース・レジストリ」を活用し、

法人登記事項証明書などの添付を省略できるようになり、申請者の事務負担軽減と行政手続

のデジタル化・簡素化が図られるものです。 

なお、施行日は公布の日とするものです。 

議案第 12 号 

湖西市特別職の職員で常勤の者の

給料等に関する条例の一部を改正

する条例制定について 

総 務 部 今回の改正は、湖西市特別職報酬等審議会からの答申を踏まえ、湖西市特別職の職員で常

勤の者の給料等に関する条例のうち、市長の給料の月額を 870,000円から 900,000円に、副市

長の給料の月額を705,000円から721,000円に、教育長の給料の月額を640,000円から655,000

円にそれぞれ改めるものです。 

なお、施行日は令和 8年 4月 1 日とするものです。 

議案第 13 号 

湖西市手数料徴収条例の一部を改

正する条例制定について 

都 市 整 備 部 今回の改定は、静岡県手数料徴収条例の一部が改正されたことから、本市においても同様

に本条例を改正しようとするものです。 

改正の内容といたしましては、屋外広告物の許可申請にかかる手数料の金額、及び建築物

の確認申請等にかかる手数料の金額を改定するものです。 

なお、手数料の金額につきましては静岡県と同額とし、施行日は静岡県の施行日と合わ

せ、令和 8年 4月 1 日とするものです。 

議案第 14 号 

湖西市立学校設置条例の一部を改

正する条例制定について 

教 育 委 員 会 今回の改正は、北部地区の小中学校統合に向け、条例を改正しようとするものです。 

改正の内容といたしましては、湖西中学校、東小学校、知波田小学校を削除するととも

に、統合後の小学校として「湖西小学校」を新たに設けるものです。 

なお、施行日は、中学校統合に伴う改正を令和 10 年 4 月 1 日から、小学校統合に伴う改正

を令和 11 年 4月 1 日からとするものです。 
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№4 

議   案  担 当 概          要 

議案第 15 号 

豊田佐吉翁記念奨学金の給与に関

する条例の一部を改正する条例制

定について 

教 育 委 員 会 今回の改正は、他の類似する奨学金制度が年々拡充している中で、豊田佐吉翁記念奨学金

の奨学生が減少している現状を踏まえ、学生にとって応募しやすく、選ばれる奨学金となる

よう、改正しようとするものです。 

改正の内容といたしましては、高等学校等の奨学金額を月額 5,000 円から 10,000 円に、大

学等の奨学金額を月額 12,000 円から 18,000 円にそれぞれ改めるものです。 

また、奨学生及び関係者の負担軽減を図るため、各種申請書類の提出や通知に際して在学

学校長を経る手順を廃止、奨学金の複数月分を合わせた交付を原則化、奨学金受領書の提出

を不要とするものです。 

なお、施行日は令和 8年 4月 1 日とするものです。 

議案第 16 号 

湖西市老人福祉センター条例の一

部を改正する条例制定について 

健 康 福 祉 部 今回の改正は、老人福祉センターの管理運営方法を、指定管理から市直営に変更すること

に伴い、改正しようとするものです。 

改正の内容といたしましては、管理運営の主体を市長とするため、指定管理者に関する条

文の改正及び条項を削除するものです。 

なお、施行日は令和 8年 4月 1 日とするものです。 

議案第 17 号 

湖西市複合運動施設条例の一部を

改正する条例制定について 

教 育 委 員 会 今回の改正は、障がい者及び高齢者のスポーツ推進を目的として社会体育施設の各条例の

一部を改正しようとするものです。 

改正の内容といたしましては、現在アメニティプラザにしか適用していない障がい者の方

及び 70 歳以上の方への個人利用料金の減免措置について、対象施設を拡充するとともに障が

い者団体による専用利用にも適用させるものです。 議案第 18 号 

湖西市勤労者体育センター条例の

一部を改正する条例制定について 

議案第 19 号 

湖西市都市公園条例の一部を改正

する条例制定について 

議案第 20 号 

湖西市新居スポーツ広場公園条例

の一部を改正する条例制定につい

て 
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№5 

議   案  担 当 概          要 

議案第 21 号 

湖西市企業立地促進条例の一部を

改正する条例制定について 

産 業 部 今回の改正は、条例の施行期限を延長しようとするものです。 

この条例は、市内に立地する企業に対して奨励金を交付しようとするものですが、現条例

の効力が令和 8年 3月 31 日をもって失われることになっております。 

立地企業に対する助成制度につきましては、近隣の市においても、ほぼ同様の制度が存在

しており、湖西市においてこの制度を廃止することは、企業立地に対する都市間競争の上

で、遅れをとることにもなりかねないことから、施行期限を 3 年間延長しようとするもので

す。 

なお、施行日は公布の日とするものです。 

議案第 22 号 

湖西市火災予防条例の一部を改正

する条例制定について 

消 防 本 部 今回の改正は、火災予防条例（例）の一部改正に伴い、湖西市においても林野火災注意報

等の発令基準の制定、消費量の小さいサウナ設備の基準の制定、感震ブレーカーの普及促進

を行うための改正をするものです。 

なお、施行日は令和 8年 4月 1 日とするものです。 

議案第 23 号 

湖西市消防団員等公務災害補償条

例の一部を改正する条例制定につ

いて 

消 防 本 部 今回の改正は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政

令が令和8年 4月 1日に施行されることに伴い、湖西市消防団員等公務災害補償条例を改正し

ようとするものです。 

改正の内容といたしましては、非常勤消防団員等に対する損害補償に係る補償基礎額及び

扶養に係る補償基礎額の加算額の改正について対応するものです。 

なお、施行日は令和 8年 4月 1 日とするものです。 

議案第 24 号 

令和 6 年度知波田配水場更新工事

の工事請負契約の一部変更につい

て 

総 務 部 本案は、令和 7年 1月 21日に契約締結の議決をいただき、さらに令和 7年 9月 17日に変更

契約の議決をいただき、現在工事を進めております、令和 6 年度知波田配水場更新工事につ

きまして、工事内容の変更に伴い、69 万 3,000 円を増額し、契約金額を 2 億 4,036 万 1,000

円に変更しようとするものです。 

議案第 25 号 

湖西市学校給食センター整備・運

営事業の契約の一部変更について 

総 務 部 本案は、令和 6 年 11 月 1 日に契約締結の議決をいただき、現在事業を進めております、湖

西市学校給食センター整備・運営事業につきまして、工事内容の変更に伴い、5,073 万 6,335

円を増額し、契約金額を 69 億 9,155 万 3 円に変更しようとするものです。 
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№6 

議   案  担 当 概          要 

議案第 26 号 

令和 5 年度湖西市消防防災センタ

ー建設工事（建築工事）の工事請

負契約の一部変更について 

総 務 部 本案は、令和 6年 1月 19 日に契約締結の議決をいただき、現在工事を進めております。 

工事内容の変更に伴い、建築工事につきましては、1,442 万 1,000 円を増額し、契約金額を

22億 1,848万円に、機械設備工事につきましては、163万 9,000円を増額し、契約金額を5億

6,505 万 9,000 円に、電気設備工事につきましては、311 万 3,000 円を増額し、契約金額を 6

億 3,063 万円にそれぞれ変更しようとするものです。 

議案第 27 号 

令和 5 年度湖西市消防防災センタ

ー建設工事（機械設備工事）の工

事請負契約の一部変更について 

議案第 28 号 

令和 5 年度湖西市消防防災センタ

ー建設工事（電気設備工事）の工

事請負契約の一部変更について 

議案第 29 号 

静岡県市町総合事務組合規約の変

更について 

総 務 部 本市職員の退職手当の支給事務及び会計年度任用職員・非常勤職員の公務災害事務につき

ましては、静岡県市町総合事務組合において共同処理をしております。 

今回、同組合を構成する「南伊豆地域清掃施設組合」が、令和 8 年 3 月 31 日付で解散する

ことに伴い、静岡県市町総合事務組合規約の別表第 1 及び別表第 2 を変更しようとするもの

です。 

なお、施行日は令和 8年 4月 1 日とするものです。 

議案第 30 号 

市道の路線の認定について 

都 市 整 備 部 開発行為による宅地造成に伴い、当該路線を認定しようとするものです。 

議案第 31 号 

市道の路線の廃止について 

都 市 整 備 部 市地 1号線につきましては、民有地への行き止まりの道路です。 

一般交通の用に供されておらず、隣接地権者からの用途廃止申請に伴い、公共用財産の売

却をするため、当該路線を廃止しようとするものです。 

議案第 32 号 

市道の路線の変更について 

都 市 整 備 部 開発行為による宅地造成に伴い、当該路線を変更しようとするものです。 
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№7 

議   案 担 当 概          要 

議案第 33 号 

湖西市基本構想の変更について 

企 画 部 第6次湖西市総合計画の第Ⅱ期実践計画の策定にあたり、湖西市基本構想の一部を見直す

ことから、湖西市議会基本条例第 12 条に基づき、湖西市基本構想の一部変更について、議

会の議決を求めるものです。 

基本構想には、2040 年の湖西の将来の理想の姿「KOSAI 2040」や将来人口ビジョン、土

地利用構想が示されていますが、今回は、湖西の将来の理想の姿「KOSAI 2040」の考え方

は継続し、将来人口ビジョン、及び土地利用構想を見直すものです。 

議案第 34 号 

令和 7 年度湖西市一般会計補正予

算（第 10 号） 

総 務 部 今回の補正は、歳入歳出それぞれ3億 577万 5,000円を増額し、総額を 306億 8,142 万円に

しようとするものです。 

歳出の主な内容といたしましては、国の交付金を活用し、鷲津小学校トイレ改修工事を実

施するため、工事請負費を計上するものです。また、突発的な災害や年度間の財政の不均衡

の調整のため、財政調整基金への積立金及び後年の公共施設整備のため、公共施設整備基金

への積立金などを増額するものです。 

歳入の主な内容といたしましては、事業費の変更に伴う国庫・県支出金、市債の増減、市

税、寄附金及び諸収入を増額、財産収入を減額するものです。 

また、歳入歳出予算の補正と併せまして、債務負担行為の追加、地方債の変更、繰越明許

費の追加を予定しております。 

議案第 35 号 

令和 7 年度湖西市国民健康保険事

業特別会計補正予算（第 4号） 

市 民 安 全 部 今回の補正は、歳入歳出それぞれ 105 万 3,000 円を増額し、総額を 55 億 696 万 9,000 円に

しようとするものです。 

歳出の内容といたしましては、国民健康保険事業基金の運用利子確定に伴い、国民健康保

険事業基金積立金を 105 万 3,000 円増額しようとするものです。 

歳入の内容といたしましては、国民健康保険事業基金利子収入の増加に伴い、基金利子を

105 万 3,000 円増額しようとするもの、運営費として計上しておりました国民健康保険事業基

金繰入金を、今年度の収支見込から同基金に繰り戻すため3,800万円減額し、前年度繰越金を

3,800 万円増額しようとするものです。 
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№8 

議   案 担 当 概          要 

議案第 36 号 

令和 7 年度湖西市介護保険事業特

別会計補正予算（第 3号） 

健 康 福 祉 部 今回の補正につきましては、歳入歳出それぞれ251万 3,000円を増額し、総額を46億1,193

万 7,000 円にしようとするものです。 

歳出の主な内容といたしましては、介護給付費準備基金の運用利子確定に伴い、介護給付

費準備基金積立金を 251 万 3,000 円増額しようとするものです。 

歳入の内容といたしましては、介護給付費準備基金の運用利子収入の増加に伴い、利子及

び配当金を 251 万 3,000 円増額しようとするものです。 

また、歳入歳出予算の補正と併せまして、介護保険システム標準化の延期に伴い、繰越明

許費の設定を予定しております。 

議案第 37 号 

令和 7 年度湖西市後期高齢者医療

事業特別会計補正予算（第 3号） 

市 民 安 全 部 今回の補正につきましては、歳入歳出それぞれ 301 万 5,000 円を減額し、総額を 10 億

8,852 万 6,000 円にしようとするものです。 

歳出の内容といたしましては、後期高齢者医療システム標準化の延期に伴い、不用とな

った標準化後のシステム利用に係る役務費を337万 8,000 円減額、保険基盤安定負担金の決

定に伴い、広域連合へ納める負担金を 36 万 3,000 円増額しようとするものです。 

歳入の内容といたしましては、事務費繰入金を 337万 8,000円減額、保険基盤安定繰入金

を 36 万 3,000 円増額しようとするものです。 

また、歳入歳出予算の補正と併せまして、後期高齢者医療システム標準化の延期に伴

い、繰越明許費の設定を予定しております。 

議案第 38 号 令和 8 年度湖西市一般会計予算 

議案第 39 号 令和 8 年度湖西市国民健康保険事業特別会計予算 

議案第 40 号 令和 8 年度湖西市介護保険事業特別会計予算 

議案第 41 号 令和 8 年度湖西市後期高齢者医療事業特別会計予算 

議案第 42 号 令和 8 年度湖西市公共下水道事業会計予算 

議案第 43 号 令和 8 度湖西市水道事業会計予算 

議案第 44 号 令和 8 年度湖西市病院事業会計予算 

 

※議案第 38 号から議案第 44 号までの 7議案につきましては、予算説明会において説明いたしますので、概要説明を省略させていただきます。 
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